
京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 
第３２条 本学学規に違背し、学生の本分を守らない

者があるときは、総長は懲戒する。 
 
 
 
 
２ 懲戒に関する手続は、別に定める。 
第３３条 懲戒の種類は、次のとおりとする。 

(1) 譴責 
(2) 停学 
(3) 放学 

第３４条 停学３月以上にわたるときは、その期間は、

在学年に算入しない。 
（中 略） 

第５３条 第１０条第３項、第１１条、第１２条第２

項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、第１７

条、第２３条第５項及び第６項ないし第２５条、第

２８条第１項ただし書及び第２項ないし第４項、第

３０条ないし第３４条の規定は、大学院学生の場合

に準用する。この場合において、第２５条中「学部

長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとす

る。 
（中 略） 

第５３条の１５ 第１０条第３項、第１１条、第１２

条第２項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、

第１７条、第１８条の２、第２３条第５項及び第６

項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及び第

２項ないし第４項、第３０条ないし第３４条、第３

６条第７項、第３６条の２、第３８条、第３９条（第

２号の場合に限る。）、第４０条ないし第４２条の３、

第４７条第１項及び第２項、第５１条及び第５２条

の規定は、専門職大学院等学生の場合に準用する（法

科大学院にあつては、第４２条の２第３項、第４２

条の３第３項及び第５１条第２項を除く。）。この場

合において、第２５条中「学部長」とあるのは「法

学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は

経営管理教育部長」と、第３６条第７項、第３６条

の２、第３８条第２項及び第３９条（第２号の場合

に限る。）中「研究科」とあるのは「研究科又は教育

部」と、第４０条第１項中「研究科に転科（地球環

境学舎及び経営管理研究部にあつては転部）」とある

のは「研究科又は教育部に、それぞれ、転科若しく

は転部」と、「当該研究科」とあるのは「当該研究科

又は教育部」と、同条第２項中「研究科」とあるの

は「研究科又は教育部」と、第４１条中「研究科長

（総合生存学館長、地球環境学舎長及び経営管理教

育部長を含む。以下同じ。）」とあるのは「法学研究

 
第３２条 学生の本分を守らない者があるときは、総

長は懲戒する。 
２ 前項に規定する懲戒の必要がない学生について

も、当該学生の所属する学部長が必要と認めたとき

は、当該学部長が、厳重注意その他の教育的措置を

行うことができる。 
３ 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 
第３３条  
 
 
 
第３４条  
 
 
第５３条 第１０条第３項、第１１条、第１２条第２

項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、第１７

条、第２３条第５項及び第６項ないし第２５条、第

２８条第１項ただし書及び第２項ないし第４項、第

３０条ないし第３４条の規定は、大学院学生の場合

に準用する。この場合において、第２５条及び第３

２条第２項中「学部長」とあるのは「研究科長」と

読み替えるものとする。 
 
第５３条の１５ 第１０条第３項、第１１条、第１２

条第２項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、

第１７条、第１８条の２、第２３条第５項及び第６

項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及び第

２項ないし第４項、第３０条ないし第３４条、第３

６条第７項、第３６条の２、第３８条、第３９条（第

２号の場合に限る。）、第４０条ないし第４２条の３、

第４７条第１項及び第２項、第５１条及び第５２条

の規定は、専門職大学院等学生の場合に準用する（法

科大学院にあつては、第４２条の２第３項、第４２

条の３第３項及び第５１条第２項を除く。）。この場

合において、第２５条及び第３２条第２項中「学部

長」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公

共政策教育部長又は経営管理教育部長」と、第３６

条第７項、第３６条の２、第３８条第２項及び第３

９条（第２号の場合に限る。）中「研究科」とあるの

は「研究科又は教育部」と、第４０条第１項中「研

究科に転科（地球環境学舎及び経営管理研究部にあ

つては転部）」とあるのは「研究科又は教育部に、そ

れぞれ、転科若しくは転部」と、「当該研究科」とあ

るのは「当該研究科又は教育部」と、同条第２項中

「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、第

４１条中「研究科長（総合生存学館長、地球環境学

舎長及び経営管理教育部長を含む。以下同じ。）」と

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管

理教育部長」と、第４２条並びに第４７条第１項及

び第２項中「研究科長」とあるのは「法学研究科長、

医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育

部長」と読み替えるものとする。 
（後 略） 

あるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策

教育部長又は経営管理教育部長」と、第４２条並び

に第４７条第１項及び第２項中「研究科長」とある

のは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育

部長又は経営管理教育部長」と読み替えるものとす

る。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２９年３月１日から施行する。 

 


